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個人情報ファイル簿（単票）        【企画課・企画係】 

個人情報ファイルの名称 国勢調査調査世帯一覧 

行政機関等の名称 世羅町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
企画課企画係 

個人情報ファイルの利用目的 
町内の人及び世帯の実態を把握し、各種行政施策その他の基礎

資料を得るため 

記録項目 

１氏名、２男女の別、３出生の年月、４世帯主との続き柄、５

配偶の関係、６国籍、７現在の住居における居住期間、８ 5 年

前の住居の所在地、９在学、卒業等教育の状況、10 就業状態、

11 所属の事業所の名称及び事業の種類、12 仕事の種類、13 従

業上の地位、14 従業地又は通学地、15 従業地又は通学地まで

の利用交通手段、16 世帯に関する事項、17 世帯の種類、18 世

帯員の数、19 住居の種類、20 住宅の建て方 

記録範囲 令和２年 10 月１日時点において、本町内に常住している者 

記録情報の収集方法 
インターネット、郵送、調査員等への提出の三つの方法のいず

れかによる 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）世羅町総務課 

（所在地）〒722-1192 

広島県世羅郡世羅町大字西上原 123 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考  

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



2 

個人情報ファイル簿（単票）        【企画課・企画係】 

個人情報ファイルの名称 配布組織台帳 

行政機関等の名称 世羅町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
企画課企画係 

個人情報ファイルの利用目的 広報誌発送のため 

記録項目 

１氏名、２住所 

記録範囲 
対象年度における広報配布組織の配布担当者及び、個人送付対

象者 

記録情報の収集方法 広報配布組織及び個人送付希望者からの届出による 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）世羅町総務課 

（所在地）〒722-1192 

広島県世羅郡世羅町大字西上原 123 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



3 

個人情報ファイル簿（単票）        【企画課・企画係】 

個人情報ファイルの名称 広報宛名ラベル 

行政機関等の名称 世羅町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
企画課企画係 

個人情報ファイルの利用目的 広報誌発送のため 

記録項目 

１氏名、２住所 

記録範囲 
対象年度における広報配布組織の配布担当者及び、個人送付対

象者 

記録情報の収集方法 広報配布組織及び個人送付希望者からの届出による 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）世羅町総務課 

（所在地）〒722-1192 

広島県世羅郡世羅町大字西上原 123 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【企画課・デジタル推進係】 

個人情報ファイルの名称 光ケーブル化工事 加入者リスト 

行政機関等の名称 世羅町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
企画課デジタル推進係 

個人情報ファイルの利用目的 光ケーブル工事における対象者の確認のために使用 

記録項目 

１ 番号、２ 契約者コード、３ 住所、４ 氏名、５ 契約

区分、６ 契約サービス、７ 契約実績、８ 引込撤去の有無、

９ 光化工事申込の有無  

記録範囲 

放送・通信事業者（三原テレビ放送㈱）との供給契約がある者

及び過去に放送・通信事業者（三原テレビ放送㈱）との供給契

約があった者 

記録情報の収集方法 契約相手方（三原テレビ放送㈱）からの提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）世羅町総務課 

（所在地）〒722-1192 

広島県世羅郡世羅町大字西上原 123 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



5 

個人情報ファイル簿（単票）        【企画課・デジタル推進係】 

個人情報ファイルの名称 光ケーブル化工事 工事完了リスト 

行政機関等の名称 世羅町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
企画課デジタル推進係 

個人情報ファイルの利用目的 光ケーブル工事における工事完了者の確認のために使用 

記録項目 

１ 番号、２ 契約者コード、３ 電話番号、４ 住所、５ 氏

名、６ 施工内容 

記録範囲 

放送・通信事業者（三原テレビ放送㈱）との供給契約がある者

及び過去に放送・通信事業者（三原テレビ放送㈱）との供給契

約があった者 

記録情報の収集方法 契約相手方（三原テレビ放送㈱）からの提供 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）世羅町総務課 

（所在地）〒722-1192 

広島県世羅郡世羅町大字西上原 123 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

□法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 
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個人情報ファイル簿（単票）        【企画課・地域支援係】 

個人情報ファイルの名称 敬老会対象者名簿 

行政機関等の名称 世羅町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
企画課地域支援係 

個人情報ファイルの利用目的 敬老会対象者の抽出及び、助成額算定のため 

記録項目 

１氏名、２生年月日、３年齢、４性別、５住所 

記録範囲 
対象年度の４月１日時点で町内に居住し、年度中に 77 歳以上

になる者 

記録情報の収集方法 住民基本台帳システム 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 町内自治センター 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）世羅町総務課 

（所在地）〒722-1192 

広島県世羅郡世羅町大字西上原 123 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 



7 

個人情報ファイル簿（単票）        【企画課・地域支援係】 

個人情報ファイルの名称 移住定住相談者名簿 

行政機関等の名称 世羅町長 

個人情報ファイルが利用に供される事務

をつかさどる組織の名称 
企画課地域支援係 

個人情報ファイルの利用目的 移住等に関する相談業務に使用するため 

記録項目 

１氏名、２性別、３生年月日、４年齢、５住所、６職業、７勤

務先、８電話番号、９メールアドレス、10FAX 番号、11 代理人

氏名、12 代理人住所、13 代理人続柄、14 代理人連絡先、15 相

談内容、16 家族構成 

記録範囲 移住等に関する相談者 

記録情報の収集方法 本人 

要配慮個人情報が含まれるときは、その

旨 
含まない 

記録情報の経常的提供先 ― 

開示請求等を受理する組織の名称及び所

在地 

（名 称）世羅町総務課 

（所在地）〒722-1192 

広島県世羅郡世羅町大字西上原 123 番地 1 

訂正及び利用停止に関する他の法令の規定

による特別の手続等 
― 

個人情報ファイルの種別 

☑法第 60 条第２項第１号 

（電算処理ファイル） 

☑法第 60 条第２項第２号 

（マニュアル処理ファイル） 

政令第 21条第７項に該当する

ファイル □有 □無 
 

行政機関等匿名加工情報の提案の募集を

する個人情報ファイルである旨 
非該当 

行政機関等匿名加工情報の提案を受ける

組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

行政機関等匿名加工情報の概要 （実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案を受ける組織の名称及び所在地 
（実施なし） 

作成された行政機関等匿名加工情報に関

する提案をすることができる期間 
（実施なし） 

記録情報に条例要配慮個人情報が含まれ

ているときはその旨 
― 

備考 

 

作成日（最終修正日）：令和５年４月１日 


